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１ 事業の概要 

(１) 事業の目的 

地域で親しまれている地域資源を活用、もしくは東京の課題解決という身近で取り組みやすいテー

マの新製品開発を後押しすることで、地域発の小さなイノベーションを創出し、地域経済の活性化を

図っていきます。 

  

(２) 事業概要 

都内の中小企業者等が行う「地域資源」を活用した新製品・新サービスの開発又は改良（以下「地

域資源活用事業」という）、もしくは「東京の都市課題」解決に資する新製品・新サービスの開発又

は改良（以下「東京の都市課題解決事業」という）に要する経費の一部を助成するとともに、地域応

援アドバイザーによるハンズオン支援を行います。 

 

申請区分 地域資源活用事業 東京の都市課題解決事業 

対象事業 
東京都内の地域資源を活用した、新

製品・新サービスの開発・改良事業 

東京の都市課題解決に資する、新製

品・新サービスの開発・改良事業 

助成対象者 

中小企業者（会社・個人事業者）、中小企業団体等、一般財団法人、 

一般社団法人、特定非営利活動法人 

※ 都内に本店又は支店を有し、引き続き1年以上事業を営む者（休業期間

がある場合を除く） 

助成対象期間 令和７年11月１日から令和９年10月31日（最長） 

助成限度額 1,500万円 

助 成 率 １／２以内  ※都市課題の「環境・エネルギー」は２／３以内 

助成対象経費 

＜開発費＞ 

(１)原材料・副資材費、(２)機械装置・工具器具費、(３)委託・外注費、

(４)専門家指導費、(５)賃借費、(６)産業財産権出願・導入費、 

(７)直接人件費 

＜試作品広報費＞ 

(８)広告費、(９)展示会等参加費、(10)イベント開催費 

 

(３) ハンズオン支援について 

地域応援アドバイザーが、定期的に訪問し、助成事業の進捗管理、完成後の販路開拓を見据えた出

口支援等、事業の効果を最大限にするために必要な支援を事業者ニーズに応じて行う伴走型支援を行

います。専門家（弁護士や技術士等）と連携した支援も可能です。 

助成事業終了後は、ＰＲ動画作成や展示会出展の支援も行っています。 

なお、ハンズオン支援に関する詳細は、担当の地域応援アドバイザー又は公社総合支援課（03-

3251-7882）にお問い合わせください。 
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２  交付決定から助成金交付までの流れ 

 

日 程 提出書類 備 考 

令和７年11月１日    

公社担当者と調整の上、 

決定します。 
 

公社職員が助成事業者を訪問し、

事業内容について共通認識を持つ

とともに、今後の事務処理説明を

実施 

※ 進捗状況の確認や助言のため、地域応援アドバイザーが定期的に訪問します 

令和８年９月15日までに 

提出 

遂行状況報告書 

(様式第６号) 

※経理帳票の写し、諸

資料、写真等添付 

令和８年８月31日までの事業の

状況を報告してください。 

「遂行状況報告書」提出後  

公社職員が助成事業者を訪問

し、遂行状況報告書の内容に基

づき、進捗状況、購入物、振込

控等の帳票を確認します。 

※ 進捗状況の確認や助言のため、地域応援アドバイザーが定期的に訪問します 

事業完了後15日以内に 

提出 

実績報告書 

(様式第７号) 

※経理帳票の写し、諸

資料、写真等添付 

中間報告から事業完了までの実

績を報告してください。 

「実績報告書」提出後  

各企業等を訪問し、事業の完了

状況及び購入物、振込控等の帳

票を確認します。 

※完了検査の翌日から販売等の

営業行為が可能となります 

完了検査後１～２か月程度  

最終的な助成金の確定額を助成

金確定通知書により通知しま

す。 

助成金確定後 
助成金請求書 

Jグランツ内のフォーム 

Jグランツの所定のフォームに

て申請してください 

助成金請求後１か月程度  
助成金請求書に記載された口座

に振り込みます。 

    
 

  事業終了後、翌年度以降５年間実施結果報告の義務があります。 

報告は、事業年度終了後翌年度の実績を翌々年度に行うものを初回とし、以降５

年間提出が必要です。報告様式は、公社より送付します。 

助成事業の終了後 

完了検査 

企業化状況報告 

中間検査 

実績(完了)報告 

遂行状況(中間)報告 

助成事業開始 

事前支援 

助成金確定通知 

助成金請求 

助成金交付 
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３ 手引きの目的 

本手引きは、円滑に事務処理を行っていただくことを目的としています。 

助成金の対象となる事業を実施する者（以下「助成事業者」といいます。）は、助成事業の成果、助成

事業に係る物件の入手、経費支出の発生にあたって、価格の妥当性及び適切な経理処理について、第三者

に対し合理的に説明･立証する必要があります。したがって助成事業に係る証拠書類を整理・保管し、助

成事業に係る資金支出額を明確にして頂きます。 

最終的な助成金額は、遂行状況報告書及び実績報告書、必要書類に基づく検査、審査によって確定しま

す。提出書類に不備がある場合は、助成対象外となり、助成金が交付されません。 

事業の実施にあたっては、助成金交付決定通知書（以下「決定通知書」といいます。）及びこの「手引

き」の内容、条件等に基づいて適正な処理をお願いします。 

以下の「中止」「対象外」となる事例が生じないよう、事業開始前に必ず本手引きをご熟読ください。 

 

① 助成金が交付されない（助成事業が中止となる） 主な事例 

ア 「地域資源」の活用が確認できない場合（申請時に地域資源の活用を選択した場合） 

イ 交付申請書に記載した「達成目標」の達成が確認できない場合 

ウ 完了検査が実施される前に、開発した製品・サービスを「販売」した場合 

エ 交付申請書の「実施計画」と著しく異なっている場合 

 

② 助成対象とした経費の一部が対象外となる主な事例 

ア 助成対象期間外に発注・納品・支払等を行った取引 

イ 経費の支払い確認に必要な書類が一部でも揃っていない取引 

ウ 通常の取引より著しく高額な（価格の妥当性が確認できない）取引 

エ 申請した経費とは異なる経費を、公社の事前承認を得ずに行った取引（承認通知前に取得又は契

約・実施・支払を行った場合も同様） 

オ 別に認められた場合を除き、クレジットカードや現金等、銀行振込以外の支払方法で行った取引 

 

※ 地域資源活用事業で採択された方で、東京都指定の地域資源を選択された場合は、次の事項にも

ご留意ください。 

地域資源の活用に際しては、申請書に記載された地域資源の品目を使うことはもとより、その地域

資源を指定している区市町村のものを使って製品等を開発することが必要です。指定されていない区

町村のものを使った場合は助成対象になりません。 

また、指定外の地域資源を活用する場合も「地域資源となることの説明資料」を逸脱することはで

きませんので、ご注意ください。 

例：キウイフルーツの場合、地域資源として指定しているのは三鷹市のみであるため、三鷹市産では

ないキウイフルーツを開発に使うことはできません。 

 

４ 交付決定と決定通知書の内容等 

(１) 助成金の交付決定 

    助成金の交付決定とは、申請者からの申請内容について審査の上、「決定通知書」により申請事業

を助成対象とすること及び助成対象事業者を決定するものです。この時点での助成金の交付及び交付

金額を確約するものではありません。 

 

(２) 助成対象事業 

    助成金交付の対象となる事業は、「決定通知書」で通知した事業です。この事業と異なった内容の
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事業を行った場合には助成対象となりません。 

 

(３) 事業実施期間 

    助成事業の実施にあたっては、申請内容及び決定通知書記載の内容に沿って、自ら設定した「事業

終了予定日」までに完了させてください。 

なお、助成対象期間の終期は、所定の手続きを取ることにより、最長で令和９年10月31日まで延

長設定することができます。 

助成対象となる経費は、この期間中に契約し、取得あるいは実施し、支出する経費です。助成事

業が完了しない場合、助成金は交付できません。 

 

(４) 助成予定額 

    助成予定額は交付申請に基づいて算出した額で、その内訳は「決定通知書別表」のとおりです。 

記載されている助成予定額は助成金交付額の上限額を示すもので、最終的な助成金交付額は、助成

事業完了後に査定した「助成金確定通知書」により確定します。なお、以下の内容が確認できない

場合、助成金は交付されません。 

①「達成目標の達成」を公社が確認できない場合 

②「地域資源の活用」を公社が確認できない場合(「地域資源活用事業」で申請した場合) 

 

 

５ 助成対象経費 

  助成対象経費は、以下(１)から(４)の条件に適合する経費であり、かつ次の「助成対象経費一覧」に掲

げる経費です。 

 

(１) 助成対象事業として決定を受けた事業実施（開発・改良）のための必要最小限の経費 

(２) 助成対象期間内（令和７年11月１日～令和９年10月31日）に契約、取得、実施、支払いが完了した

経費 

(３) 助成対象（使途、単価、規模等）が証拠書類等にて確認可能であり、かつ、本事業に係るものとし

てその他（本業）と明確に区分できること 

(４) 助成対象経費で得た財産（試作品、機械装置、産業財産権等）は所有権が助成事業者に帰属するこ

と 

 

 ＜助成対象経費の基本原則＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払日 発注日（契約日） 

【事業開始日 令和７年 11月１日】 

発注日（契約日） 支払日 

支払日 発注日（契約日） 

助成対象期間（最長２年） 

【最長 令和９年10月31日】 
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＜支払方法＞ 

金融機関による助成事業者名義の口座からの振込払いを原則とします。 

現金、小切手、約束手形及びクレジットカードによる支払いは、次の条件を満たしている場合のみ助成

対象となります。 

(P.18「13（２）経費の支払方法」も参照ください) 

 

種 別 条 件 

現金 

・総額10万円未満（税込）の支払いで、振込が困難な場合 

・以下の帳票を提出することにより決済の確認ができること 

＜必要帳票＞ 

・該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書 

小切手・手形 

・自社発行（振出）であること 

・助成事業実施期間内に振出し・決済が完了していること 

・以下の帳票を提出することにより決済の確認ができること 

＜必要帳票＞ 

・小切手帳・手形帳の表紙と控えの写し 

・当座勘定照合表の写し 

※ 手形の裏書による支払い、他社発行の手形・小切手により支払いが行われて

いる経費は助成対象外となります。 

クレジット 

カード 

・利用日及び口座からの代金引き落としが、助成対象期間内であることが確認で

きること 

・支払方法が一括払いであること（リボ払い、分割払いは対象外） 

・助成事業者本人のカード（法人の場合は法人カード）を使用した支払いである

こと 

・助成事業者名義の口座からの引き落としが確認できること 

・以下の帳票を提出することにより決済の確認ができること 

＜必要帳票＞ 

・利用月の支払明細書（引き落としとなる総額と内訳が分かる明細が記載されて

いること） 

・入出金明細等（または通帳、当座勘定照合表等） 

・付与されたポイントもしくは還元率が分かる資料 

※ 法人において、代表者や従業員の個人カードでの支払いは助成対象外となり

ます。 

※ 支払時に、ポイントを取得・利用した場合のポイント相当分は、助成対象経

費から控除します。 

※ 海外取引の場合、外貨支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レートを客観的に確認

が可能な方法により計算してください。 
 

 

 

 

 



 

6 

＜助成対象経費一覧＞ 

◎ 開発費 

経費区分 内 容 

原
材
料
・
副
資
材
費 

 製品・サービスの開発・改良に直接使用し、消費される原材料、副資材、部品等の購入に要す

る経費（輸送費含む）  

 [例：試作品の部材、部品、生地、試験用消耗品等] 

 ＜注意事項＞ 

ア 購入する原材料等の数量は、必要最小限にとどめ、受払簿を作成して管理をし、助成事業終了

時には使い切ることを原則とします。助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象とはなりま

せん 

※ 食材等の保存ができない原材料の場合、後で原材料自体が確認できない場合には、購入した

原材料を試作品の開発に使用した裏付資料として、「受払簿」及び「購入時と試作使用時の

写真」が必要となります 

イ 販売用の製品や材料費は助成対象とはなりません 

ウ 開発の途上において生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合に

は、保管（困難な場合には写真撮影による代用も可）しておく必要があります。 

エ 開発・改良に必要なモニターデータや画像等の情報・コンテンツの収集費用は、本経費の助成

対象とはなりません。 

機
械
装
置
・
工
具
器
具
費 

製品・サービスの開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具等を新たに購入・リース・レンタ

ルする際に要する経費（据付費・輸送費含む） 

[例：試験・試作用設備、検査機器、工具、器具、金型、冶具、電子機器、ソフトウエア、サーバ・シス

テムの利用料等] 

 ＜注意事項＞ 

ア 機械装置をリース・レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸借契約を締結したものに限り

助成対象となります。 

イ 割賦により調達した場合、すべての支払いが助成対象期間内に終了するものに限り助成対象となります｡ 

ウ １件単価100万円（税抜）以上の購入品については、原則として２社以上の見積書（単価、数量、規格、

メーカー、型番等の記載があるもの）が必要となります（市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等

の添付でも可） 

エ 試作金型に係る費用は、「委託・外注費」ではなく本経費に含めてください。 

オ 成果物に組み込む機械装置・工具器具費は原材料・副資材費となります。 

カ 以下の経費は、助成対象とはなりません 

(ア) 開発目的以外（量産目的等）の機械装置・工具器具等に係る経費 

(イ) 自家用機械類の改良、修繕等に係る経費 

(ウ) 中古品の購入に係る経費 

(エ) 自社以外に設置する機械装置・工具器具等に係る経費 

(オ) 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費 

（例：パソコン、カメラ、スマートフォン等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの） 

(カ) 試作品（成果物）の開発に使用しなかった場合 

キ 購入等の必要性や使用実績がわかる資料をご提出いただく場合があります。 

ク クラウド利用にあたって 

(ア)  アカウントの作成は助成対象期間内にすること 

(イ)  アカウントは申請した本助成事業専用のものにすること 

(ウ)  契約書等がない場合は、申込のメールなどを保存しておくこと 
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委
託
・
外
注
費 

製品・サービスの開発・改良のうち、自社内で直接実施することが困難又は適当でない試作・検

査等を外部の事業者等に依頼する場合に要する経費 

１ 外部の事業者等に依頼又は大学・試験研究機関との共同研究を実施する場合に要する経費 

[例：設計、デザイン、加工、試験評価、検査・分析等] 

２ 外部の事業者等に依頼して製品・サービスの開発等に必要なシステムの構築を行う場合に要す

る経費 

＜注意事項＞ 

ア 以下に該当する場合は、助成対象となりません 

(ア) 基準日（令和７年７月１日）時点で創業・会社設立１年未満の事業者に依頼する場合 

（イ） 発注元である助成事業者に成果物等が帰属しない場合 

（ウ） 委託業務のすべてを第三者に再委託した場合 

（エ） 各種許可申請の代行費用（申請手数料を含む） 

（オ） 内装工事費及び内装工事に係るデザイン費・設計費 

（カ） システム保守費用 

（キ） イベント運営費用 

（ク） 通常業務の運営費用 

（ケ） 交通費 

（コ） 規格認証取得に係る経費 

（サ） 人材派遣に係る経費 

イ 試作品広報用のパンフレット及びホームページ等の制作に要する経費は「広告費」に計上し

てください。 

ウ 委託・外注先の選定理由や金額については審査の途中で確認することがあります。 

エ 試作金型に係る費用は、「委託・外注費」ではなく機械装置・工具器具費に含めてください｡ 

オ 特注部品等の製作については、原材料・副資材費に準じた書類（受払簿等）が必要です。 

専
門
家
指
導
費 

製品・サービスの開発・改良に係る専門的な知識・技術、技能等について、外部の専門家から

助成事業者が指導・助言を受ける場合に要する経費 [例：謝金等] 

＜注意事項＞ 

ア 助成限度額は、50万円です。 

イ 採択事業の技術開発に対し、専門家からのアドバイスを受ける場合が対象です。 

※ 専門家に事業の一部を依頼する場合、「委託・外注費」に計上してください 

ウ 報告時に、専門家が作成した指導報告書（指導日毎）を提出して頂きます 

エ 外部の専門家が助成事業者の事務所へ赴く場合に支払われる交通費（実費）のうち、以下の

ものは助成対象となりません 

（ア） タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のもの

の利用による交通費 

（イ） 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファース

トクラス・ビジネスクラス料金等 

オ 宿泊費は、助成対象となりません 

カ 以下に該当する場合は、助成対象となりません。 

(ア) 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を対象とする場合 

(イ) 助成事業の開発・改良とは直接関係のない指導・助言に係る経費（事務手続きも含む） 

キ マーケティングやブランディング、販路開拓に係るアドバイスは助成対象となりません。 

ク 所得税の源泉徴収を行った場合、助成対象期間内の納付をもって、助成対象となります。 
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賃 

借 

費 

助成事業の遂行に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費 

[例：実験用の施設等] 

＜注意事項＞ 

ア 助成限度額は、150万円とします 

イ 助成対象期間中に賃貸借契約を新たに締結した事務所、施設等に限ります。 

ただし、本店・支店登記する場合や通常業務も行う場合は対象になりません 

ウ 助成対象期間内に実際に使用した部分、期間を助成対象とします 

エ 店舗として使用した部分、期間は助成対象となりません 

オ 採択後（事前支援時）に賃借の必要性が分かる資料「理由書」（P.42 サンプル資料

４）、中間報告及び完了報告時に「賃借物件使用簿」（P.43 サンプル資料５）」が必要と

なります 

カ 礼金・仲介料・敷金・共益費・駐車場代等の経費は、助成対象となりません 

キ 試験実施機関等が提供する、試験用の施設利用料も対象となります 

産
業
財
産
権
出
願
・
導
入
費 

１ 開発・改良した製品・サービスの特許権、実用新案権等の出願に要する経費 

＜注意事項＞ 

ア 以下に該当する場合は、助成対象となりません 

(ア) 助成事業者に権利が帰属しない場合 

(イ) 助成対象期間内に出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない

場合 

(ウ) 出願に係る調査、審査請求、登録、修正・更正に関する費用 

イ 商標権については本助成事業で開発した技術の名称の場合のみを対象とし、単なる商品

名、ブランド、ロゴのデザイン製作や商標出願に係る経費は対象外とします。 

 

２ 製品・サービスの開発・改良に際して必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権（出願、

登録、存続しているもの）を他の事業者から譲渡又は実施許諾（ライセンス料含む）を受ける

場合に要する経費 
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直
接
人
件
費 

助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接

支払われている者が、製品・サービスの開発・改良に直接従事する場合に要する経費 

[例：仕様策定、試作開発、成形加工、検証事務、システム組込、デザイン等] 

＜注意事項＞ 

ア 本助成事業の開発・改良に直接従事する時間のみ助成対象となります。 

イ 直接人件費の助成限度額は1,000万円です。 

ウ 助成事業者の役員及び正社員のうち、常態として本事業の開発・改良に従事し、助成事業者

から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている方のみ、助成対象となります。 

※ 中間報告及び完了報告時には、役員は「履歴事項全部証明書（登記簿謄本・発行から３か

月以内)」、社員は「雇用保険被保険者証」等の提出が必要です。 

エ 時間給の単価は、P35「人件費単価一覧表」を適用します。 

オ 従事時間の上限は、１人につき 1 日８時間、年間 1,800 時間です。１年未満の場合や１年超

２年未満の場合は、上限時間を案分して算出します。 

カ 各従事者の当月助成対象経費（時間給×当月従事時間）が当月給与総支給額を超える場合

は、当月給与総支給額が助成対象経費の上限となります。 

キ 事前支援時に「就業規則」及び「賃金規程」の提出が必要です。労働基準法上、届出義務の

ない企業であっても、人件費を申請する場合には作成していただく必要があります。 

ク 中間報告及び完了報告時に、「全体工程表」（指定書式）、従事者の「作業日報」（指定書

式）、「賃金台帳」を提出していただきます。 

ケ 次に該当する場合は、助成対象となりません。 

(ア) 給与の支払いが振込以外の場合（現金支給等） 

(イ) 就業規則等に定める毎月一定の期日に、給与等の全額が支払われていることが確認でき

ない場合（役員の報酬も含む） 

(ウ) 助成事業の開発・改良に直接的に関係のない業務 

   ［例：開発統括、ディレクション、スケジュール管理、進行管理、関連資料収集、打ち合

わせ等］ 

(エ) 試作品広報に係る業務 

   ［例：広告案作成、展示会・イベントの打ち合わせ・準備・実施等］ 

(オ) 就業規則等に定められた所定労働時間を超えた時間外労働（超過勤務） 

(カ） 休日労働（就業規則等に定められた休日に労働した時間） 

※ 上記(オ)及び(カ)については、本助成事業においては代表又は取締役等役員に対しても

就業規則等の規定が準用されます。 

(キ) 個人事業者の自らに対する報酬 

(ク) 成果物・資料等から作業日報に記載した作業内容が確認できない場合 

 

※ 開発、試作等においては、その日の作業内容、数量等のデータ、検証結果等を正確に記録さ

れる等、作業日報の元となる記録を独自に作成・保管されることをお勧めします。 
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＜直接人件費について＞ 

◆ 工程と作業概要 

直接人件費の対象となるのは、以下の表に記載した作業に要した時間です。 

 

工 程 作業内容 

設 

計 

要件定義 

目標仕様 

【ソフトウェア】 

要求定義、ユーザー環境、技術的実現方法(機能・性能仕様、全体システム構成

等)をまとめる作業 

【ハードウェア】 

実現する仕様（機能・性能、信頼性、適用規格、数値、工程等）を明確にする作

業 

設計 

【ソフトウェア】 

プログラミングする上で必要な詳細仕様を作成する作業 

【ハードウェア】 

試作に必要な設計資料を作成する作業 

具体的な実現手段・手法や評価・解析方法を明確にする作業 

製 

作 

プログラミング 

試作 

【ソフトウェア】 

ソースコードの作成、実装作業 

【ハードウェア】 

組立作業および各種の実験操作（合成･配合作業、工程操作等）の作業 

検 

査 
単体テスト 

【ソフトウェア】 

設計に基づき、実装したもののテスト作業(動作確認作業) 

【ハードウェア】 

試作したもののテスト作業(動作確認作業) 

実験単位毎に特性を確認するための試験・評価作業 

総合テスト 

【ソフトウェア】 

機能・性能、信頼性、適用規格、および疑似運用環境での総合動作を確認する

作業 

【ハードウェア】 

機能・性能、工程実現性、信頼性、適用規格、および疑似運用環境での総合動

作を確認・検証するための試験・評価作業 
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◎試作品広報費 

※ 試作品広報費の助成金交付額は、３つの経費区分の合計で300万円を上限とします。 

※ 販売を目的とした広報は対象となりません。 

経費区分 内 容 

広
告
費 

助成事業で開発・改良した試作品（製品・サービス）の広報を目的とし、以下の業務を外部に

依頼する場合に要する経費 

※ 「販売中」「販売価格○○円」等の表現が入ることで、既に販売していると認識される内容

が含まれている場合は助成対象となりません 

１ パンフレット・チラシの制作（助成限度額50万円） 

＜注意事項＞ 

ア 以下に該当する場合は、助成対象となりません。 

(ア) ＤＶＤ、ＣＤ等紙媒体以外で配布するもの 

(イ) 会社案内、名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベ

ルティ等の制作費用 

(ウ) ダイレクトメールの発送に係る費用や、チラシ折込に係る費用 

(エ) 助成事業終了時点での未使用残存品 

イ 助成事業で開発した試作品以外の製品・サービスや他社の社名・製品等が掲載されている場

合は按分対象となります 

２ ホームページの制作（助成限度額20万円） 

 本助成事業において開発・改良した試作品が掲載されたページに係る経費のみが助成対象と

なり、その他の掲載があった場合、按分対象となります。 

＜注意事項＞ 

以下に該当する場合は、助成対象になりません。 

ア ホームページの維持管理費（サーバー費用、ドメイン費用も含む） 

イ ＥＣサイトの構築費等、試作品等の工法を目的としていない場合 

３ 広告掲載（助成限度額45万円） 

紙媒体（新聞、雑誌等）及びＷＥＢへの広告掲載費 

＜注意事項＞ 

ア 助成事業者名及び本助成事業で開発した試作品の情報が記載されている必要があります。 

イ 本助成事業で開発等を行った試作品以外の製品・サービスや他社の社名・製品等が掲載さ

れている場合は按分対象となります 

４ ＰＲ動画の制作（助成限度額30万円） 

 本助成事業で開発等を行った試作品をＰＲするために制作する１種類のみが助成対象です。 

  ※ 同一映像を多言語で制作する場合は「１種類」とみなします。 

 

※ 上記１～４に記載以外の広告に関する経費は、助成対象とはなりません 

［例：看板やのぼり制作・設置、デジタルサイネージ、ポスター掲示、紙媒体以外で配布する

カタログ、プレスリリース配信サービス等］ 

※ 助成対象期間中に広報を実施する必要があります。 
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展
示
会
等
参
加
費 

助成事業で開発・改良した試作品（製品・サービス）の広報又はニーズ確認を目的として行う

国内外の展示会等出展に要する経費 

＜注意事項＞ 

ア 販売を伴う展示会等への出展経費は助成対象となりません。 

イ 特定の顧客（会員等）のみを対象とする展示会等への出展経費は助成対象となりません。 

ウ  試作品を無償提供する場合は、アンケートやヒアリングを実施してください（販売するこ

とはできません） 

エ オンラインの展示会等出展については、「１ 出展小間料」のみが助成対象となります。 

オ 当公社の出展ブース内に出展する場合は本助成の対象とはなりません。 

１ 出展小間料（オンライン展示が併催される場合は、オンライン出展に係る基本料金は20万円

を限度） 

＜注意事項＞ 

ア 以下に該当する場合は、助成対象となりません 

(ア) 出展小間内に助成事業者名（製品名・自社ブランド名）を表示していない場合 

(イ) 出展及び使用の事実が写真（オンラインの展示会等の場合は、画面のハードコピー）

で確認できない場合 

イ 助成事業者が全額負担している展示会等であっても、出展小間内に他社の社名等の提示、

他社の製品等の展示がある場合、按分の対象となる場合があります 

ウ 本助成事業による試作品以外の製品・サービスの展示があった場合、助成対象経費を按分

して算出します 

２ 資材費 

設営、装飾、ポスター・パネル作成、機器・備品レンタル、会場での光熱水費 

＜注意事項＞ 

以下の経費は、助成対象となりません 

ア 展示会に係る備品・機器の購入費（リースのみ対象） 

イ 自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物作成をする費用 

ウ 対象となる展示会等で使用されたことが写真等で確認できないリース品や作成ポスター・

パネル等の経費 

エ スタッフ用のハンガーラックや冷蔵庫等 

３ 輸送費 

展示品や展示用資材、パンフレット等の運搬委託に係る経費（保険料含む） 

＜注意事項＞ 

ア 運搬を生業とする業者に外部委託するもので、自社と展示会場間の輸送に限ります。 

イ 展示会等への搬入搬出を自社で行った経費（タクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカ

ー代、社用車のガソリン代等）は助成対象とはなりません。 

４ 通訳費 

＜注意事項＞ 

ア 通訳を生業とする業者に外部委託するものに限ります 

 [助成対象とならない場合の例：語学堪能な知人に通訳を頼んだ場合等] 

イ 通訳利用の実績が写真等で確認できない場合は助成対象となりません 



 

13 

イ
ベ
ン
ト
開
催
費 

助成事業で開発・改良した試作品（製品・サービス）の広報又はニーズ確認を目的として、自

社イベントを開催するために要する経費［例：試作品のモニター調査、試食会等］ 

＜注意事項＞ 

ア 販売を伴うイベントの開催経費は助成対象となりません。 

イ 特定の顧客（会員等）のみを対象としているイベントの開催経費は助成対象となりません。 

ウ 会場等を設けて実施するイベントが対象で、オンラインによるイベントは対象となりません｡ 

エ イベント運営業者等に企画・運営を委託する経費は助成対象とはなりません。 

オ 試作品を無償提供する場合は、アンケートやヒアリングを実施してください（販売すること

はできません） 

１ 会場借上費用 

＜注意事項＞ 

ア 以下に該当する場合は、助成対象となりません。 

(ア) 助成事業者名（製品名・自社ブランド名）が会場内に表示されていない場合 

(イ) イベント開催の事実が写真で確認できない場合 

イ 助成事業者が全額負担しているイベント等であっても、会場内に他社の社名等の提示、他社

の製品等の展示がある場合、按分の対象となる場合があります。 

ウ 本助成事業の試作品や成果物ではない製品・サービスの展示があった場合、助成対象経費を

按分して算出します。 

２ 資材費 

設営、装飾、ポスター・パネル作成、機器・備品レンタル、会場での光熱水費 

＜注意事項＞ 

ア 以下の経費は、助成対象となりません 

(ア) イベント会場に係る備品・機器の購入費（レンタルのみ対象） 

(イ) 自ら材料や既製品を調達して会場の設営・装飾又は販促物作成をする費用 

(ウ) イベント会場で使用されたことが写真等で確認できないレンタル品や作成ポスター・パ

ネル等の経費 

(エ) スタッフ用の備品・機器のレンタル（ハンガーラックや冷蔵庫等） 

３ 輸送費 

展示品や展示用資材、パンフレット等の運搬委託に係る経費（保険料を含む） 

＜注意事項＞ 

ア 運搬を生業とする業者に外部委託するもので、自社とイベント会場間の輸送に限ります。 

イ イベント会場への搬入搬出を自社で行った経費（タクシー・バス・電車等の乗車料金、レン

タカー代、社用車のガソリン代等）は助成対象とはなりません 

４ 通訳費 

＜注意事項＞ 

ア 通訳を生業とする業者に外部委託するものに限ります。 

 [助成対象とならない場合の例：語学堪能な知人に通訳を頼んだ場合等] 

イ 通訳利用の実績が写真等で確認できない場合は助成対象となりません。 
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６ 助成の対象とならない場合 

  原則として、「５ 助成対象経費」に掲げる経費以外の費用は、すべて対象外です。 

  また、既にご提出いただいた交付申請書の「13 開発の資金計画」に記載がある経費であっても、下記項

目等に該当する場合には助成対象となりません。 

 

【助成対象外経費の例】 

(１) 租税公課や間接経費（消費税、振込手数料、通信費等） 

(２) 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分 

(３) 助成事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費（完了時点で未使用の購入原材料等

を含む） 

(４) 販売を目的とした製品・サービス等に係る経費 

(５) 通常の生産活動のための設備投資、材料の仕入れ、営業活動等とみなされる経費 

(６) 資料収集業務、会議費、消耗品費等の事務的経費 

(７)  工事（内装工事や建物付帯設備等）に係る経費 

(８) 一般的な市場価格又は開発・改良の内容に対して著しく高額な経費 

(９) 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

【助成対象経費であっても助成対象にならない場合の例】 

(１) 助成対象経費に係る契約から支払い（決済を含む）までの一連の手続きが助成対象期間内 

（令和７年11月１日から最長令和９年10月31日まで）に行われていない場合 

(２) 助成対象経費に係る見積書、契約書（又は注文書と請書のセット）、仕様書、納品書、検収書、請

求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合 

(３) 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分し難い場合 

(４) 他の取引と相殺して支払いが行われている場合 

(５) 現金、他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている場合（原則は振込払い。P.18「13 

(２) 経費の支払方法 ④」記載の場合を除く） 

(６) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社（自社と資本関係のある会社、役員等（これに準ずる者

を含む）又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等）との取引  

※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む。 

 (７) 委託業務（委託費等）のすべてを第三者へ再委託したものや委託業務内容を生業としていない事業

者へ委託したもの（生業かどうかは、会社概要、ホームページ、名刺等で総合的に判断します） 

（８） 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を

減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致し

ないもの 

 

 ※ その他、内容によっては助成対象とならないものがありますので、公社担当職員へご確認ください。 
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７ 申請計画の変更等 

交付申請書に記載された内容を変更又は中止するときには、次の(１)～(３)は公社の事前承認、(４)は

届出が必要です。 

 

※ 事前承認、届出にあたっては、必ず事前に公社担当調査員又は地域応援アドバイザーに相談してくだ

さい。 

※ 正当な理由がない限り、事業内容の変更は認められません。 

※ 公社の承認を得ずに変更等を行った場合は、助成対象外となります。 

※ 申請テーマ・達成目標の変更はできません。（付帯条件がある場合を除く） 

 

(１) 助成事業の内容を著しく変更しようとするとき 

提出方法：Ｊグランツ「変更承認申請フォーム」 

手続きが必要な事項 必要書類 

① 事業終了予定日の変更 

（早まる場合を除く） 

□ 様式第４－１－１号 

□ 助成事業のフロー・スケジュール 

（申請時フォーマット・Excel） 

② 機械装置・工具器具費 

１件あたりの単価が100万円（税抜）以上の購入

品の場合 

・機種変更や追加購入 

・購入先の変更    等 

※ 申請時に税抜100万円未満であったものが、

購入時に100万円以上となる場合も含む。 

 

□ 様式第４－１－１号 

□ 助成事業のフロー・スケジュール 

（申請時フォーマット・Excel） 

□ 経費区分別内訳 

（申請時フォーマット・Excel） 

□ 資金支出明細 

（申請時フォーマットExcel） 

□ 機械装置・工具器具購入計画書 

（申請時フォーマット・Excel） 

□ ２社の見積書 

（２社見積もりが取得できない理由が購入計画書

に記載されている場合は１社の見積書で可） 

③ 委託・外注費 

・外注（委託）先の変更や追加 

・外注（委託）内容の大幅な変更 

・契約金額が税抜100万円以上増加する場合 

□ 様式第４－１－１号 

□ 助成事業のフロー・スケジュール 

（申請時フォーマット・Excel） 

□ 経費区分別内訳 

（申請時フォーマット・Excel） 

□ 資金支出明細 

（申請時フォーマット・Excel） 

□ 委託・外注計画書 

（申請時フォーマット・Excel） 

□ 税抜100万円以上の場合のみ２社の見積書 

（２社見積もりが取得できない場合は「理由書(任

意様式)」と１社の見積書） 

④ その他、申請内容が著しく変化する場合 

 ［例：事業実施場所の変更］ 

□ 様式第４－１－１号 

□ 必要に応じて資料をご用意いただきます 
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(２) 経費区分間の額の変更 

（増額側経費区分の変更前交付予定額の20％を超えて変更しようとするとき、新たな経費区分を計

上するとき） 

提出方法：Ｊグランツ「変更承認申請フォーム」 

必要書類：□ 様式第４－１－１号 

□ 該当する経費の「資金支出明細（申請時フォーマット・Excel）」 

□ 経費区分別内訳（申請時フォーマット・Excel） 

□ 該当する経費の「各計画書（申請時フォーマット・Excel）」 

（開発等のスケジュールも変更となる場合） 

□ 助成事業のフロー・スケジュール（申請時フォーマット・Excel） 

 

(３) 助成事業を中止（廃止）しようとするとき 

提出方法：Ｊグランツ「中止（廃止）承認申請フォーム」 

必要書類：□ 様式第４－１－２号 

 

(４) 代表者等（名称、所在地、代表者名、実印等）の変更をしたとき 

提出方法：Ｊグランツ「変更届フォーム」 

必要書類：□ 様式第４―２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画変更等に必要な様式は下記公社Webサイト内の様式集ページよりダウンロードできます。 

ＵＲＬ：https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html 

東京都 公社 助成金 様式集 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/yoshiki/index.html
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８ 遂行状況報告（中間報告） 

次の期日までに、「遂行状況報告書（様式第６号）」を提出してください。 

報告内容は、報告対象期間中における助成事業の実施内容及び助成対象となる経費の支出状況（帳票を

含む）です。 

なお、提出はＪグランツ上で行ってください。 

 

(１) 報告対象期間 

     令和７年11月１日から令和８年８月31日まで 

     なお、報告期間内に事業が完了する場合は、遂行状況報告は不要です。 

 

(２) 提出期限 

     令和８年９月15日 

 

(３) 報告内容 

報告対象期間中に実施した内容、助成対象となる経費で支払いが完了したもの 

 

(４) 報告様式等 

① 遂行状況報告書【様式第６号】 

② 実施内容に係る仕様書、図面、試験データ、写真、報告書 等 

③ 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、通帳又は当座勘定照合表 等 

④ 直接人件費関係書類 等 

※ 作成にあたっては、P.29 「17 遂行状況報告書及び実績報告書作成方法」をご確認ください。 

※ 見積書等の経費の支払確認に必要な書類は、P.18「13(３) 経費の支払確認に必要な書類」をご確

認ください。 

※ 事前支援訪問時の打合せで公社から依頼された資料が別途必要となることがあります。 

※ 報告対象期間中に決済した経費について申告がない場合は、助成対象外となることがありますの

で、漏れ等がないようにご注意ください。 

 

 

９ 実績報告（完了報告） 

助成事業が終了したら、速やかに「実績報告書（様式第７号）」を提出してください。 

提出期限までに実績報告書の提出がなかった場合、交付決定が取り消されることがあります。 

なお、提出はＪグランツ上で行ってください。 

 

(１) 報告対象期間 

    上記８に記載した遂行状況報告対象期間の翌日（令和８年９月１日）から事業終了日まで 

    （遂行状況報告が不要とされた場合は、事業開始から終了日までのすべての期間） 

 

(２) 提出期限 

    事業完了日の翌日から起算して15日以内  ※最終期限：令和９年11月15日 

 

(３) 報告内容 

    報告対象期間中に実施した内容、助成対象となる経費で支払が完了したもの 
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(４) 報告様式等 

① 実績報告書【様式第７号】 

② 実施内容に係る仕様書、図面、試験データ、写真、報告書 等 

    （交付申請書に記載した目標の「達成を証明するもの」を含む） 

③ 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、通帳又は当座勘定照合表 等 

④ 直接人件費関係書類 

  ※ 作成にあたっては、P.29「17 遂行状況報告書及び実績報告書作成方法」をご確認ください。 

※ 見積書等の経費の支払確認に必要な書類は、P.18「13 (３) 経費の支払確認に必要な書類」をご確

認ください。 

※ 事前支援訪問時の打合せで公社から依頼された資料が別途必要となることがあります。 

 

 

10 中間検査及び完了検査 

   提出された「遂行状況報告書」又は「実績報告書」に基づき、交付申請書記載の開発の実施場所又は公

社が指定する場所で「中間検査」又は「完了検査」を実施します。 

内容は、助成事業の成果の確認（現物確認、動作確認等）、購入物の確認、支払った経費についての

確認（証拠書類等の原本照合）を行います。 

訪問日は、公社担当職員からご連絡の上、調整します。 

 

 

11 助成金の額の確定 

(１) 実績報告書に基づく完了検査及び審査により、助成事業が適正に行われたと認められるときには、

助成金の金額を確定し、「確定通知書」により通知します。 

 

(２) 助成金の確定額は、経費区分ごとにそれぞれ実際に要した助成対象経費に２分の１を乗じて得た額

（千円未満は切り捨て）と交付予定額を比べ、少ない方の額となります。また、対象外経費は除外さ

れます。 

 

 

12 助成金の請求及び支払い 

   助成金額の確定通知を受けた後、Jグランツ内の「助成金請求フォーム」に入力の上、提出ください。

公社が請求書を受領した後、ご指定の助成事業者名義の金融機関への口座振込により助成金を交付しま

す。 

 

 

13 助成金の経理 

(１) 経理事務について 

助成事業における経理処理については、他の事業と区別して収支を記録するとともに、帳票類を

管理してください。助成事業に関する書類は助成事業終了後、翌年度から５年間保管する義務があり

ます。 

 

(２) 経費の支払方法 

助成事業に係る経費の支払いは、金融機関から助成事業者名義での振込払いが原則です（直接人件

費の賃金も振込払いが原則です）。 
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① 助成事業者名義以外
．．

の口座からの振込を行った経費については助成対象外です。助成事業者に在

籍する役員や社員の口座からの振込も助成対象外です。 

② 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分し難い場合

は助成対象外となります。 

③ 他の取引と相殺して支払いが行われている場合は助成対象外となります。 

④ 現金、小切手・手形、クレジットカードによる支払いは、次の条件をすべて満たす場合を除き、

助成対象外となります。 

ア 現金の支払が認められる条件 

・総額10万円未満（税込）の支払で、振込による支払が困難であること 

イ 小切手・手形の支払が認められる条件 

・自社発行であること 

・助成対象期間中の決済が当座勘定照合表で確認できること 

※ 手形の裏書による支払については助成対象外となります 

※ 小切手、手形帳の控のコピー、当座勘定照合表等のコピーが必要です 

ウ クレジットカードの支払いが認められる条件 

・利用日及び銀行口座からの代金引き落としが助成対象期間内に確認できること 

・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと 

・助成事業者のカード（法人の場合は当該法人名義のカード）であること 

・購入時にポイントを取得・利用した場合は、取得・利用したポイントあるいは還元率について

記載された資料を提出のうえ、中間報告及び完了報告時に助成対象経費から控除すること（提

出できない場合は助成対象外） 

 

(３) 経費の支払確認に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［補足］ 

一般に、見積から納品・支払いまでは以下のような時間の流れをたどります。 

すなわち、発注者は要求仕様書を委託先に提出し、それに基づき見積書が発行され、種々検討の結果

契約に至り、最終的に納品と請求があります。 

納品と代金支払いのどちらが先履行となるかは契約の内容次第です。 

見積書、契約書、納品書の内容が一致しない場合は、その間にどのような折衝があったのかを合理的

に説明できる必要があります。 
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＜全経費共通の必要書類（人件費を除く）＞ 

種類 留意事項 

見積書 

・30万円未満（税込）の契約については省略可 

・押印省略可（押印省略の場合は、発行元の連絡先の記載が必要） 

・仕様・単価・数量がわかるもの 

・E-mail及びWebサイト上での見積りの場合は、当該取引の内容が分かるメー 

ル・Webページのハードコピーでも代用可 

契約書 

（簡易な依頼

内容であれば

発注書・請書

でも代用可） 

・税込30万円未満は省略可（ただし、委託・外注費、賃借費、専門家指導費は省略不可） 

・契約書には双方の社判又は代表者印が必要（発注書・発注請書の場合は、発行権者の自

署でも可。その場合、発行元の連絡先の記載が必要） 

・契約日、契約内容の詳細（仕様・単価・数量・支払方法、委託・外注費の場合には成果

物等の帰属）がわかること 

・「○○一式」といった内容が明確でないものは不可 

納品書 
・納品日、納品物の名称、型番、数量が記載されたもの 

・業務委託の場合、業務完了報告書等、契約の履行が確認できるもの 

請求書 

・押印省略可（押印省略の場合は、発行元の連絡先の記載が必要） 

・請求日、請求内容、単価、数量、請求金額、支払方法(振込先の金融機関名や口座番号

等)がわかるもの 

・「○○一式」といった内容が明確でないものは不可 

振込控え 

・依頼人名義、振込先名義、口座番号、日時、金額等の取引履歴が記載されたもの 

＜金融機関の窓口による振込の場合＞ 

・金融機関の取扱日付、領収印のある振込票（控え） 

＜ＡＴＭ（現金自動預払機）による振込の場合＞ 

・振り込みを行った際に発行される伝票（利用明細、利用控 等） 

＜インターネットバンキングによる振込の場合＞ 

・振込処理完了画面または振込履歴の写し 

※ 総合振込等で複数の振込先をまとめて処理している場合は、その内訳が分かる明細も

必要 

※ 助成事業者名義ではない口座からの振込を行った経費は対象外 

※ 振込先・振込金額が請求書と一致していること 

領収書 

原則不要ですが、次の場合には必要です。 

① 現金払い（税込10万円未満に限る）の場合 

※ 押印省略可（押印省略の場合は、発行元の連絡先の記載が必要） 

※ あて名、領収金額、消費税額、領収日、発行者名、所在地、購入品等の内容が明記

されていることが必要 

※ 消費税の確認ができない場合は、支払額から消費税相当額を除いたものを助成対象

経費とする 

② 所得税の源泉徴収を行った場合 

※ 税務署に源泉徴収した所得税を納付したことがわかる書類 

※ 金融機関の領収印のある領収証書 

※ 電子納付した場合は「徴収高計算書データ」と「メール詳細」 

 



 

21 

＜経費区分ごとに必要となる書類＞ 

※ 必要に応じて、記載以外の資料の提出を求めることがあります。 

経費区分 必要書類 

原材料・ 

副資材費 

１ 見積書  ※ 税込30万円未満は省略可 

２ 契約書（発注書・請書） ※ 税込30万円未満は省略可 

３ 納品書  ※ 納品日、納品物及び数量が確認できること 

４ 請求書  ※ 振込先の金融機関名や口座番号等が確認できること 

５ 振込控え ※ P.20 留意事項参照 

６ 購入品のカタログ等（標準的な価格の分かるもの） 

※ ない場合は複数社の見積書 

７ 購入物の納品時の写真 ※納品物及び数量が確認できること 

８ 原材料・副資材を利用して作った試作品の現物、又は写真（仕損じ品や食品、液体等、

保管が困難な場合の代用として） 

９ 受払簿（P.35 サンプル資料１ 参照） 

機械装置・ 

工具器具費 

１ 見積書  ※ 税込30万円未満は省略可 

２ 契約書（発注書・請書） ※ 税込30万円未満は省略可 

３ 納品書  ※ 納品日、納品物及び数量が確認できること 

４ 請求書  ※ 振込先の金融機関名や口座番号等が確認できること 

５ 振込控え ※ P.20 留意事項参照 

６ 購入品のカタログ等（標準的な価格の分かるもの） 

７ 設置後の写真（一件あたり50万円以上（税抜）の場合は、公社配布の「ステッカー」を

貼付した写真も必要） 

委託・外注費 

１ 見積書  ※ 税込30万円未満は省略可 

２ 委託契約書（P.37 サンプル資料２ 参照） 

※ 簡易な依頼内容であれば発注書・請書でも代用可 

※ 仕様・単価・数量・支払方法、成果物等の帰属等が確認できること 

３ 納品書、もしくは委託契約の完了・成果が確認できる報告書 

※ 納品日、納品物（成果物）及び数量が確認できること 

※ 委託内容の経過等が詳細に記載されていること 

４ 請求書  ※ 振込先の金融機関名や口座番号等が確認できること 

５ 振込控え ※ P.20 留意事項参照 

６ 仕様書、指示書、図面等の依頼（発注）内容の詳細が確認できる資料 

７ 納品物等の写真、もしくは成果を確認できる資料 

  ※ 一件あたり税抜50万円以上の場合は、公社配布の「ステッカー」を貼付した写真も

必要（試験・評価レポート等は除く） 
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経費区分 必要書類 

専門家指導費 

１ 見積書  ※ 税込30万円未満は省略可 

２ 契約書（発注書・請書） 

※ 指導場所、指導期間、延べ指導時間数、単価、総契約金額、指導の内容、指導者

名の記載があること 

３ 請求書  ※ 振込先の金融機関名や口座番号等が確認できること 

４ 振込控え ※ P.20 留意事項参照 

５ 指導者の略歴が明記されているもの 

６ 専門家指導 業務報告書（P.41 サンプル資料３ 参照） 

※ 指導実施日ごとに、指導日・受講者・指導内容が記載され、指導者の押印又は署名

があること 

７ （源泉徴収した場合のみ）金融機関の領収印のある所得税の納付書 

※ 電子納付した場合は「徴収高計算書データ」と「メール詳細」 

賃借費 

１ 物件地図 

※ Web等から取得したもので可。最寄駅等との位置関係がわかるもの 

２ 本助成事業（開発）に必要な理由書（P.42 サンプル資料４ 参照） 

３ 賃貸借契約書 

※ 契約書で家賃振込先の口座番号等が確認できない場合は、それがわかる通知文等

が必要 

４ 物件の間取り図（助成事業に使用している部分を図示） 

５ 外装写真および利用状況がわかる物件の内装写真（カラー・複数枚） 

６ 賃借物件使用簿（P.43 サンプル資料５ 参照） 

※使用日、作業時間、作業目的（内容）を記載 

７ 振込控え ※P.20 留意事項参照 

８ 賃借費の重複受給に関する誓約書（公社所定用紙） 

産業財産権 

出願・導入費 

１ 見積書  ※ 税込30万円未満は省略可 

２ 契約書（発注書・請書） ※税込30万円未満は省略可 

３ 請求書  ※ 振込先の金融機関名や口座番号等が確認できること 

４ 振込控え ※ P.20 留意事項参照 

５ （出願経費の場合）特許庁の受領書 

６ （出願経費の場合）特許事務所等の有資格者に依頼した内容がわかる書類 

７ （出願経費の場合）出願内容の要旨 

８ （譲渡の場合）特許権者が変更されたことがわかる書類 

９ （源泉徴収した場合のみ）金融機関の領収印のある所得税の納付書 

※ 電子納付した場合は「徴収高計算書データ」と「メール詳細」 
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経費区分 必要書類 

直接人件費 

１ 直接人件費総括表 

遂行状況（中間）報告時：様式第６号（別紙２－１） 

実績（完了）報告時：様式第７号（別紙２－１、別紙２－２） 

２ 従業員別人件費総括表 

遂行状況（中間）報国時：様式第６号（別紙２－２） 

実績（完了）報告時：様式第７号（別紙２－３） 

３ 作業日報兼直接人件費個別明細表 

遂行状況（中間）報国時：様式第６号（別紙２－３） 

実績（完了）報告時：第７号（別紙２－４） 

※ 作業日ごとに、従事者の押印又は記名があること 

４ 作業日報に記載した作業の作業量・内容が確認できるもの（成果物・資料等） 

［例：基本設計書、テスト報告書、マニュアル等］ 

５ 開発の全体工程表【事務手引様式】 

６ 雇用保険被保険者証（申請企業の従業員であることの確認） 

  ※ 役員の場合は登記簿謄本（発行日が３か月以内） 

７ 就業規則（正規の就業時間、休日、賃金支給日等の確認） 

  ※ 賃金について就業規則と別に定めてある場合は賃金規程も必要 

８ 賃金台帳（賃金月額等の確認） 

９ 振込控え（従業員への賃金支給の確認） 

※ P.20 留意事項参照。現金支給は対象外 

広告費 

【共通】 

１ 見積書  ※ 税込30万円未満は省略可 

２ 契約書（発注書・請書） ※ 税込30万円未満は省略可 

３ 納品書、もしくは委託契約の完了・成果が確認できる報告書  

※ 納品日、納品物及び数量が確認できること 

４ 請求書  ※ 振込先の金融機関名や口座番号等が確認できること 

５ 振込控え ※ P.20 留意事項参照 

６ 受注業者の会社パンフレットやホームページの写し（生業の確認） 

７ 仕様書、指示書等の依頼（発注）内容の詳細が確認できる資料 

【パンフレット、チラシの作成】 

【共通】に記載した１～７に加え、以下の書類等が必要です。 

８ 作成したパンフレットやチラシの現物 

９ 作成物のデザインや写真撮影等も依頼した場合は項目ごとの成果物 

※ デザイン：トンボ付きレイアウトデータ 等 

写真撮影：撮影した全ての写真のサムネイル画像 等 

※ デザイン等工程の一部のみを対象経費とした場合についても、完成品の提出が必

要です。 

10 配布用に多数印刷した場合は受払簿 

１・２・３・５の作成方法に

ついてはP.30参照 
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経費区分 必要書類 

広告費 

(つづき) 

【ホームページ作成】 

【共通】に記載した１～７に加え、以下の書類等が必要です。 

８ （複数ページある場合）サイト構成図（ホームページ全体の構成確認） 

９ 完成Ｗｅｂサイトのハードコピー 

 

【広告掲載】 

【共通】に記載した１～７に加え、以下の書類等が必要です。 

８ 紙媒体の場合は、広告掲載した新聞、雑誌等の現物 

ＷＥＢ媒体の場合は、広告掲載した画面のハードコピー（広告プレビューツール可） 

９ 媒体資料（料金表、条件等が確認できるもの） 

 

【ＰＲ動画】 

【共通】に記載した１～７に加え、以下の書類等が必要です。 

８ 作成した動画データ（ＭＰ４形式が望ましい） 

展示会等 

参加費 

【共通】 

１ 請求書  ※ 振込先の金融機関名や口座番号等が確認できること 

２ 振込控え ※ P.20 留意事項参照 

【出展小間料】 

 【共通】に記載した１・２に加え、以下の書類等が必要です。 

３ 展示会等の出展案内（開催日程、会場、料金、小間のサイズ、申込方法等が記載され

たもの） 

４ 展示会等の申込書 

５ 出展が承認されたことが分かる書面 

６ ガイドブックや会場案内図（展示会等の当日に来場者向けに配布されるもので、出展

者リスト及び出展位置が記載されているもの） 

７ 展示会開催時のカラー写真５～６枚（社名又は製品名・ブランド名、ブース番号、出

展物の展示状況が異なる角度から確認できるもの。オンライン展示会等の場合は、画面

のハードコピー） 

【資材費】 

【共通】に記載した１・２に加え、以下の書類等が必要です。 

３ 見積書  ※ 税込30万円未満は省略可 

４ 契約書（発注書・請書） ※ 税込30万円未満は省略可 

５ 納品書、もしくは業務の完了が確認できる報告書  

※ 納品日、納品物及び数量が確認できること 

６ 図面・デザイン等の成果物 

７ 展示会開催時のカラー写真５～６枚（対象となるポスター・パネル、リース品、装飾

内容など、資材の詳細が数量を含めて確認できるもの） 
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経費区分 必要書類 

展示会等 

参加費 

(つづき) 

【輸送費】 

【共通】に記載した１・２に加え、以下の書類等が必要です。 

３ 見積書  ※ 税込30万円未満は省略可 

４ 契約書（発注書・請書） ※ 税込30万円未満は省略可 

５ 納品書、もしくは業務の完了が確認できる報告書 

※ 納品日、納品物及び数量が確認できること 

６ 配達伝票等（集荷元及び配達先、集荷日及び配達日が確認できるもの） 

７ （海外出展の場合）日本及び出展国の通関関係書類 

【通訳費】 

【共通】に記載した１・２に加え、以下の書類等が必要です。 

３ 見積書  ※ 税込30万円未満は省略可 

４ 契約書（発注書・請書） ※ 税込30万円未満は省略可 

５ 業務の完了が確認できる報告書 

※ 納品日、納品物及び数量が確認できること 

６ 展示会での通訳の実施状況が確認できる写真 

７ 通訳の履歴書・経歴書等（通訳能力が分かるもの） 

＜注意事項＞ 

・ 写真又はWEB画面のハードコピーにより出展の事実が確認できない場合は、助成対象

外となります。 

・ 試作品を無償提供した場合には、アンケートやヒアリング等の調査報告が必須です。 

・ 必要書類の中に日本語以外の言語のものがある場合は、翻訳文を提出してください 

・ 請求書等で消費税の確認ができない場合は、支払額から消費税相当額を除いた金額を

助成対象経費とします。 

・ 助成事業に関係のないものの展示は対象外です。 
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経費区分 必要書類 

イベント 

開催費 

【共通】 

１ 請求書  ※ 振込先の金融機関名や口座番号等が確認できること 

２ 振込控え ※ P.20 留意事項参照 

【会場使用料】 

 【共通】に記載した１・２に加え、以下の書類等が必要です。 

３ イベント会場等の申込書 

４ 申込が承認（受付）されたことが分かる書面 

５ イベントの企画書 

６ イベントの開催案内（イベント等の当日に来場者向けに配布されるもので、開催日

程、場所、実施内容が記載されているもの） 

７ イベント開催時のカラー写真５～６枚（社名（製品名・ブランド名）、開催状況が異

なる角度から確認できるもの） 

【資材費、輸送費、通訳費】 

展示会等参加費に準じます。 

＜注意事項＞ 

・ 写真により開催が確認できない場合は、助成対象外となります。 

・ 試作品を無償提供した場合には、アンケートやヒアリング等の調査報告が必須です。 

・ 助成事業に関係のないものに関するイベントは対象外です。 
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14 取得財産の管理 

(１) 助成事業により取得し、又は効用の増加した設備（機械装置・工具器具及びその他備品）、試作品

及びその他成果物（以下「財産」という。）については、助成事業のために取得するものであって、

他の用途に使用することはできません。 

(２) 財産（設備その他成果物については取得価格又は増加価格が税抜50万円以上のものに限る。）は、

実績報告書【様式第７号】に記載するとともに、公社配布のステッカー（採択年度、事業名を記入）

を貼って管理してください。また、それら財産については、善良な管理者としての注意義務及び効果

的な運用が義務付けられており、助成事業完了年度終了後その翌年度から５年間保存することが必要

です。 

(３) (２)の期間内に財産を処分（目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄）しよう

とするときは、あらかじめ財産処分承認申請書【様式第10－１号】を提出して公社の承認を受ける必

要があります。さらに、財産処分を行った際、当該財産処分により得た額をもとに算定した所定の額

を公社に納付していただきます（納付額は当該処分財産に係る助成金額を限度とします。）。 

(４) (３)の処分のうち、助成事業者が助成事業の成果を活用して実施する事業に使用するために、設備

（取得価格又は増加価格が税抜50万円以上のものに限る。）及び試作品の転用（財産の所有者の変更

を伴わない目的外使用）をする場合、あらかじめ【様式第10－２号】を提出して公社の承認を受ける

ことで、前項の納付義務が免除されます。 

 ※ 事由が生じた場合には、公社にお問い合わせください。 

 

 

15 企業化状況報告 

 (１) 助成事業者は、助成事業の成果を活かし、事業化に努めてください。 

 (２) 助成事業の終了後、翌年度から５年間、会計年度終了毎に、助成事業に係る事業化の実施状況につ

いて報告書を提出していただきます。 

 (３) 助成事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権等を助成事業完了年度又は

助成事業完了年度の終了後５年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施

権を設定した場合には、企業化状況報告書にその旨を記載してください。 

 (４)  助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後、翌年度から５年間、当該助成事業の事業化によ

り相当の収益を得た場合、産業財産権の譲渡又は実施権の設定及び他への供与により収益が生じたと

きは、その収益の一部を納付していただきます。ただし、納付額は助成金の交付額が上限です。 

 

 

  基準納付額 ＝（助成事業に係る当該年度収益額 － 控除額）×（助成金額／総事業費） 

                  ①        ②           ③ 

 ①当該年度収益 ＝ 助成事業売上高－（製品仕入高＋製造原価＋販管費） 

 ②控除額    ＝ 助成事業年度の自己負担額×０．２ 

 ③総事業費   ＝ 助成事業開始年度から当該年度までの助成事業に係る総経費 
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16 その他注意事項 

(１) 販売可能な時期 

助成事業の成果を活用した製品の販売（営業行為も含む）は、助成事業を完了してから（完了検

査の翌日から）行ってください。完了前に販売等を行った場合は、交付決定が取り消されます。 

※ 実績報告書提出後の「完了検査の実施」をもって助成事業の完了となります。 

実績報告書の提出から完了検査の実施まで、数か月かかることもあるため、計画的に助成事業を

遂行してください。 

 

(２) 義務の承継 

助成事業及びその成果に基づく事業の運営を新たに設立する会社等が承継する場合は、交付決定

に定める義務等は承継後の会社等に適用します。その場合は公社に連絡し、指示によって必要な手続

を行ってください。 

 

(３) 支援の中止 

助成事業の遂行が困難になったとき又は事業計画で定めた目標達成の見込がないと判断されたと

きには支援を打ち切ることがあります。 

 

(４) 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還 

助成事業者、外注（委託）先の事業者その他助成事業の関係者が、以下のいずれかに該当した場合

は、助成金交付決定の全部又は一部を取り消し、不正の内容、申請者及びこれに協力した関係者等の

公表を行うことがあります。また、既に助成事業者に助成金が交付されている場合は、期限を定めて

返還していただきます。 

ア 交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき 

イ 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき（キャッ

シュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む） 

ウ 助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき 

エ 東京都内事業所及び実施場所での事業活動の実態がないと認められるとき 

オ 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき 

カ 申請要件に該当しない事実が判明したとき 

キ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反

したとき 

ク その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき 

※ 刑事罰が適用される場合もありますので十分注意してください。 

※ 不正又は事故を起こした助成事業者、外注（委託）先の事業者その他助成事業の関係者等につい

ては、公社が実施するすべての助成事業の申請をすることができません。 

 

(５) 採択事業者の公表 

採択された方については、原則として事業者名、所在地域、申請テーマ、活用する地域資源又は都

市課題分野、申請事業概要を外部に公表します。また、助成事業により成果をあげられた企業につい

て、別途助成事業の成果を公開する場合があります。 

 

(６) 各種申請書・報告書等の様式について 

計画の変更や遂行状況報告等に必要な様式は、公社ホームページよりダウンロードしてくださ

い。 

 東京都 公社 助成金 様式 
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17 遂行状況報告書及び実績報告書作成方法 

 

 

 

 

 

 

(１) 経費関連書類の整理（ファイリング） 

・ 支払関係書類は、①支払単位にまとめる、②支払日順に一連の支出番号を付して整理する、③原本

を自社保管用とする、④公社提出用にコピーを取ること（経費関連書類はＡ４サイズに統一） 

 

・ ファイル名及び各書類の右側に支出番号（原材料・副資材費の場合、原-１、原-２…）を記入す

る  

≪整理の例示≫

（報告書）

（領収書）

5/30

原-１

4/20

5/1

5/20

5/20

契約書

納品書

見積書

原-１

原-１

原-１

原-１
請求書

振込控

 

 

・ 支出番号は原材料Ａ（原－１）の後に、原材料Ｂの支払いをする場合、原材料Ｂの一連の支出番号

は（原－２）となります。 

 

・ 経費区分ごとに、原材料・副資材費（原－１、原－２…）、委託・外注費（委－１、委－２…）な

どとしてください。 

 

  

・実際の報告等はJグランツによる提出のため、下記参照の上、データでの整理をお願いします。 

・データでの保存の際においても、支払単位、経費区分単位でまとめてください。 

・収支関係書類及び他の関係書類の原本が紙の場合は、別途、紙による整理もお願いします。 
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(２) 報告書（公社様式）の作成 

「遂行状況（中間）報告」・「実績（完了）報告」の際には、以下の資料を作成し提出してください。 

作成資料 様 式 注意事項 

報告書 

中間報告時：様式第６号  

完了報告時：様式第７号 

支払総括表 

中間報告時：様式第６号（別紙１－１） ・「経費別支払明細書」の合計金額を

経費毎に転記してください 

・人件費がある場合は「直接人件費総

括表」の金額を転記 

完了報告時：様式第７号（別紙１－１） 

      様式第７号（別紙１－２） 

経費区分別 

支払明細書 

中間報告時：様式第６号（別紙１－２） 
・支出関係書類の支出番号に対応させ

てください 
完了報告時：様式第７号（別紙１－３） 

 

人件費が含まれる場合には、以下の資料を作成し提出して下さい。 

作成資料 様 式 注意事項 

直接人件費 

総括表 

中間報告時：様式第６号（別紙２－１） 
・「従業員別人件費総括表」の金額

を転記 完了報告時：様式第７号（別紙２－１） 

      様式第７号（別紙２－２） 

従業員別 

人件費総括表 

中間報告時：様式第６号（別紙２－２） ・各従事者について「作業日報 兼直

接人件費個別明細表」とあわせて

作成 完了報告時：様式第７号（別紙２－３） 

作業日報 兼 

直接人件費 

個別明細表 

中間報告時：様式第６号（別紙２―３） 
・各従事者について月ごとに作成 

・作業日報に記載した作業の作業量・

内容が確認できるもの（成果物・資

料等）（P.23） 
完了報告時：様式第７号（別紙２－４） 

開発の 

全体工程表 

中間報告時：事務手引様式 

 

完了報告時：事務手引様式 

 

(３) 提出方法 

  ア 必要事項を記入し「報告書」（様式）及び「その他提出書類」を取りまとめて、Ｊグランツの次の

フォームに提出ください。郵送ではありませんのでご注意ください。 

 ① 遂行状況報告（中間報告）： 「遂行状況（中間）報告フォーム」 

  ② 実績報告（完了報告）： 「実績（完了）報告フォーム」 

 

イ 提出された書類に不備がある場合は再提出・追加提出をお願いすることがあります。 
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(４) 直接人件費に関する報告書（公社様式）の解説 

ア 直接人件費算定の手順 

直接人件費は、従事者ごとの毎日の作業実績である「作業日報兼直接人件費個別明細表」から、対

象期間内の従事者ごとの人件費の合計である「従業員別人件費総括表」、そして全従事者の人件費の

合計である「直接人件費総括表」へと計算していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 作業日報兼直接人件費個別明細表 

【中間：様式第６号（別紙２－３）、完了：様式第７号（別紙２－４）】 

(ア) 記載上の注意 

① 助成事業の開発・改良に直接的に関係のない業務（※）、及び就業時間外は助成対象となりま

せんので記入しないでください。 

例：開発統括、ディレクション、スケジュール管理、進行管理、関連資料収集、実施場所までの

移動時間、試作品広報に係る業務 

② 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。 

③ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に、内容に加えて作業を行った場所（企

業名等）を併せて記載してください。 

④ 日付欄は、支払月の対象となる勤務期間を記入してください。 

例：給与支払いが毎月15日締めの場合は、前月16日から当月の15日までの作業について記載

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業日報 兼

直接人件費個別明細表

従事者ごとの

毎日の作業実績

従業員別

人件費総括表

従事者ごとの

人件費の合計

直接人件費総括表

全従事者分の合計

算定額の合計

従事者A ○月～○月 ○○円

従事者B ○月～○月 ○○円

合計 ○○円

従事者Ａ
各月の算定額
○月 ○○円
○月 ○○円
合計 ○○円

従事者Ａ：○月分
作業日

作業時間帯
作業内容
合計○○円

従事者Ｂ
各月の算定額
○月 ○○円
○月 ○○円
合計 ○○円

従事者Ｂ：○月分
作業日

作業時間帯
作業内容
合計○○円

全体工程表 

開発・改良の 

工程管理表 
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ウ 従業員別人件費総括表 

【中間：様式第６号（別紙２－２）、完了：様式第７号（別紙２－３）】 

＜記載上の注意＞ 

「総支給額（Ａ）」は、自社の賃金台帳等から転記してください。 

※ 上記以外は、「作業日報兼直接人件費個別明細表」を入力すると、自動的に表示されますの

で、入力不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

「作業時間」は直接従事した時間帯を記入 

「日付」は就業規則等に定める給与計算期間に

合わせて記入 

「作業内容」欄は、工程名と内容・機能を簡潔に記載 

※ 記載した作業の量・内容が確認できる成果物・ 

資料等が必要となります 

責任者が押印又は記名  

給与支払月 

 
従事者本人が押印又は

記名 

賃金台帳の金額を記入 
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エ 直接人件費総括表 

(ア) 中間報告【様式第６号（別紙２－１）】 

 

 

 

(イ) 完了報告【様式第７号（別紙２－１・別紙２－２）】 

中間報告を実施している場合は、完了報告時に「中間報告（前期）」と「完了報告（後期）」

の合計を【様式第７号（別紙２－１）】に転記する必要があります。 

中間報告を実施していない場合は、様式第７号「別紙２－１」と「別紙２－２」が同一内容に

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「従業員別人件費総括表（様式第６号（別紙２－２））」より各項目を転記し

てください。 

・延時間数 → “従事時間（Ｃ）”の合計 

・時間単価 → “人件費単価（Ｂ）” 

・時間給の合計 → （自動計算） 

・助成対象経費 →“助成対象経費（Ａ）を上限とする”の合計 

延時間、時間単価、助成対象経費には、 
「様式第６号（別紙２－１）」（中間報告時使用）と「第７号（別紙２－２）」（完了

報告時使用）の合計を転記してください。 
中間と完了とで「時間単価」が異なる場合は、２行に分けて記載してください。 
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オ 全体工程表 

＜記載上の注意＞ 

・ 助成対象期間中に実施する業務を記入してください。 

・ 人件費の対象は「開発・改良」に係る工程・業務内容だけです。 

・ 自社の進捗管理を行う等で必要であれば、人件費として対象外となる工程も記載していただいて

構いません。 

 

    

 

 

 

 

 

【事務手引様式】　　全体工程表
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

工程
番号

開発工程・業務内容 開始日 終了日 開始日
終了日（又は
途中経過）

12/1 12/11 12/21 1/1 1/11 1/21 2/1 2/11 2/21 3/1 3/11 3/21 4/1 4/11 4/21 5/1 5/11 5/21 6/1 6/11 6/21 7/1 7/11 7/21 8/1 8/11 8/21 9/1 9/11 9/21 10/1 10/11 10/21 11/1 11/11 11/21 12/1 12/11 12/21 1/1 1/11 1/21 2/1 2/11 2/21 3/1 3/11 3/21 4/1 4/11 4/21 5/1 5/11 5/21 6/1 6/11 6/21 7/1 7/11 7/21 8/1 8/11 8/21 9/1 9/11 9/21 10/1 10/11 10/21 11/1 11/11 11/21

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━

━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━

━━━

━━━━━━━

━━━━━━━

━━━━━━━

━━━━━━━━━━

━━━━━━━━

━━━━━━━━━

━━━━━━━━━

━━━━━━━━━

━━━━━━━━━

━━━━━━━━━

━━━━━━━━━

━━━━━━━━━

━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━

━

━
2025/10/7 2025/10/9 2025/10/7 2025/10/9

2025/6/30 2025/9/30 2025/7/11 2025/10/31

12 展示会出展 (株)QQQ 展-1

2025/5/31 2025/8/31 2025/5/31 2025/8/31

11 PR動画制作 △△△(株) 広-3

2025/5/1 2025/7/31 2025/5/1 2025/7/31

10 パンフレット制作 ×××(株) 広-2

2025/5/1 2025/7/31 2025/5/1 2025/7/31

9 【試作品広報】
ホームページ制作

〇〇〇(株) 広-1

2025/2/4 2025/4/20 2025/2/10 2025/5/1

8 プログラム・マニュアル制定 東京(株) 委-2

2023/12/1 2024/2/1 2023/12/1 2024/3/1

7 提供メニューの検証 東京(株) 委-2

2024/9/1 2024/11/1 2024/9/1 2024/11/1

6 【□□サービス開発】
協力体制の構築

(株)ABC 委-1

2024/8/1 2024/8/31 2024/8/1 2024/8/31

5 制作マニュアル・説明書作成 (株)ABC 委-1

2024/5/1 2024/10/31 2024/5/10 2024/11/15

4 試作品β制作・チェック 山田 人-2

2024/2/1 2024/4/30 2024/2/1 2024/3/31

3 材料購入・試作品α制作・チェック・改良 佐藤 人-1

2023/12/1 2024/7/31 2024/2/1 2024/7/22

2 図面・パターン作成 (株)ABC 委-1

8月 9月 10月 11月

1 【〇〇開発】
企画・デザイン設計

佐藤 人-1

2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月

2025

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

黄色いセルが入力箇所です。

株式会社　□□〇〇
助成対象期間

全体工程表 担当者
または
外注先

明細
書番
号

計画 実績 2023 2024

開始日と終了日を入力すると自動的にガントチャートが表示されます。

「 西暦年／月／日」で入力してください。 赤線：計画 青線：実績

開発・改良の各工程を記載してください 

計画欄・実績欄入力すると、自動で赤い
線、青い線が出てきます 

開始日と終了日を「西暦年/月/日」で入
力してください 

「従業員別人件費総括表（様式第7号（別紙2-3））」より各項目を転記して

ください。 

・延時間数 → “従事時間（Ｃ）”の合計 

・時間単価 → “人件費単価（Ｂ）” 

・時間給の合計 → （自動計算） 

・助成対象経費 →“助成対象経費（Ａ）を上限とする”の合計 
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18 人件費単価一覧表 

 

報酬月額（給与等） 人件費単価（時給） 

～130,000未満 1,040 

130,000～138,000 1,110 

138,000～146,000 1,180 

146,000～155,000 1,240 

155,000～165,000 1,330 

165,000～175,000 1,410 

175,000～185,000 1,490 

185,000～195,000 1,580 

195,000～210,000 1,660 

210,000～230,000 1,830 

230,000～250,000 1,990 

250,000～270,000 2,160 

270,000～290,000 2,330 

290,000～310,000 2,490 

310,000～330,000 2,660 

330,000～350,000 2,820 

350,000～370,000 2,990 

370,000～395,000 3,160 

395,000～425,000 3,410 

425,000～455,000 3,660 

455,000～485,000 3,910 

485,000～515,000 4,160 

515,000～545,000 4,410 

545,000～575,000 4,660 

575,000～605,000 4,910 

605,000～ 5,160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊ 上の報酬月額（給与等）は、基本給＋諸手当(賞与を除く)で、各月の社員別給与明細の

総支給額欄又は支給合計欄になります。 

＊ 「人件費単価（時給）」は、従事者別に、助成事業開始から遂行状況報告までの対象期

間及びその翌日から助成事業終了までの対象期間の報酬月額（給与等）のうち、それぞれ

最も低い額に対応する単価を使用してください。 

＊ 実際に支払った給与等を証明する書類が必要です。 
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19  サンプル資料 

(１) サンプル資料１（受払簿） 

 

受払簿 
 

 

 

 

 

品名： 〇〇   

 

【単位：ｍ】 

受払年月日 担当者 使用内容 受 払 残高 備考 

令和８年４月1日 ×× ㈲△△商会から納品 １００    

令和８年５月15日 ×× ５試作製造に使用  ４０ ６０ ５ｍ端切（保管） 

令和８年６月3日 ×× １０試作製造に使用  ６０ ０ １０ｍ仕損じ（廃棄） 

令和８年７月16日 △□ 追加納品 ２００    

令和８年８月20日 ×× １２試作製造に使用  ８０ １２０ 引張試験で破損（保管） 

令和８年９月18日 ×× １０試作製造に使用  ６０ ６０ 破壊検査（廃棄） 

令和８年10月1日 ×〇 追加納品 １００  １６０  

令和８年11月2日 ×× ２０試作製造に使用  １２０ ４０ ○○試験で破損（保管） 

令和８年11月17日 ×× ５試作製造に使用  ４０ ０ 最終試作品として組込 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ｍ、㎏、ml、個など誰でもわかる単位を記載してください 

（●●一式といった記載は不可） 

・箱や袋などの場合には、内容量を記載してください 

（例：１箱12個入、１袋５キロ入り） 

 

 

 

・ 事業完了後に残高がある場合、使用量に応じた按分計算とします。 

・ 受払簿は、購入した品目ごとに作成して下さい。 

・ 仕損じや破損品などは、助成事業完了まで保管義務があります。 

  ただし、保存状況などで止むなく廃棄する場合は写真などに残してください。 
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(２) サンプル資料２（委託契約書） 

 

 

 

委託契約書（例示） 

 

 ○○○○工業株式会社（以下「甲」という。）と、株式会社○○○○○システム（以下「乙」という。）

は開発ソフトウェアが組込まれた○○○○システム（製品）（以下「本システム」という。）の作成（製

造）に関し、次の通り契約（以下「本件契約」という。）を締結する。 

 

（基本条項） 

第１条 甲は、乙に対して甲の開発事業にかかる○○○○○○についての作成（製造）を委託し、乙はこれ

を受託する。 

 

（作成（製造）の指示） 

第２条 乙は、本システム（製品）の作成（製造）を甲の交付する仕様書、および図面等に従って実施す

る。 

 

（委託代金） 

第３条 甲乙は、本システム（製品）の作成（製造）委託代金については、協議の上、次のとおり決定す

る。 

 

システム（製品）の内容 算 定 基 礎 金  額（円） 

   

   

   

   

計   

 

 

（納入期日等） 

第４条 乙は、甲の指示によって定められた納入期日までに本システム（製品）の作成（製造）を完了し、

甲の指示する場所に納入する。 

 

（製品検査等） 

※ 例示ですので、自社の契約内容にあわせて、

適宜変更・修正を加えてご使用ください。 
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第５条 甲は、乙から本システム（製品）の作成（製造）を受領後、遅滞なくその内容を検査し、その内容

が仕様書および図面等と異なるときは、受領を拒否することができる。 

２ 乙は、甲が本システム（製品）の作成（製造）受領を拒否したときは、乙がその費用をもって引取り、

新たに作成（製造）し直すものとする。 

３ 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。 

 

（契約不適合責任） 

第６条 乙は甲に納品後、１年以内に本システムに組込まれたソフトウェアについて、種類、品質または数

量に関して、直ちには発見できない、契約内容への不適合が発見されたときは、乙の費用負担でこれを修

正しなければならない。 

 

（所有権） 

第７条 甲乙は、本システム（製品）の作成（製造）の所有権が甲に帰属することを確認する。 

２ 乙は、本システム（製品）の作成（製造）を甲に引き渡すまでの間、本システム（製品）の作成（製

造）に係るものを善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとし、これらを第三者に対して譲渡、

貸与、担保提供など、甲の所有権を侵害する一切の行為をしてはならない。 

 

（保証） 

第８条 乙は、甲に対し、本システム（組込まれたソフトウェアを含む）が第三者の著作権その他のいかな

る権利をも侵害しないことを保証する。 

 

（知的財産権） 

第９条 本システム内のソフトウェアの全ての著作権（著作権法第27条及び同法第28条の権利を含む）

は、甲から乙への委託代金の完済により、乙から甲に移転するものとする。 

但し、乙が従前から有していた、モジュール、ルーチン等に関する著作権は乙に留保されるものとする。 

２ 乙は本システム内のソフトウェアに関する著作者人格権を甲又は甲から著作権の譲渡を受けた第三者に

対し行使しないものとする。 

３ 甲は本システムの複製、修正、販売、頒布、ライセンス、特許の取得等の権利を取得する。乙は、甲の

権利を確実なものとするために最大の努力をするものとする。 

４ 本件契約に基づいて乙が本ソフトウェアの作成作業を行った際に、乙が発明したときは、特許を受ける

権利または特許権は甲に帰属するものとする。ただし、甲、乙双方が協議、合意したときは、乙が当該権

利を取得することができる。乙は甲の事前の承諾なく特許出願してはならない。 

 

（委託代金支払） 

第10条 甲は、本システム（製品）の作成（製造）の代金については、毎月  日までに乙の指定する金

融機関の口座に対して払い込むものとする。 

 

 

 

 

 

（再委託の禁止） 

第11条 乙は、本システム（製品）の作成（製造）を第三者に委託してはならない。 

 

（秘密の保持） 

  又は 

     甲は、本システム（製品）の作成（製造）の代金については、第５条のシステム（製品）の作成

（製造）を検査後乙の指定する金融機関の口座に対し払い込みをする。 
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第12条 乙は、本件契約の履行を通じて知り得た甲のシステム（製品）内容の秘密に関する事項を外部に

洩らしてはならない。ただし、公知となった情報については、この限りではない。 

（報告書の提出） 

第13条 乙は、本件契約に基づく本システム（製品）の作成（製造）を行った結果について、甲に対しそ

の指示する期日までに、報告書を提出する。 

 

（反社会的勢力との取引排除）  

第14条 甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。 

(１) 自己及び自己の役員・株主・取引先等（以下、「関係者」という）が、反社会的勢力でないこと。 

(２) 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと。 

(３) 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営

に協力又は関与しないこと。 

(４) 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと。 

(５) 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手

方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。 

２ 甲及び乙は、前項に関して相手方が行う調査に協力するものとする。 

３ 第16条の定めにかかわらず、甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、通知、催告その他の手

続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除する事ができるものとする。 

 

（協 議） 

第15条 本件契約に基づく本システム（製品）の作成（製造）を行うにあたり、甲乙当事者間で紛争が生

じた場合、若しくは本契約に疑義が生じた場合は、すみやかに協議する。 

 

（解 除） 

第16条 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに

直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。 

(１) 重大な過失又は背信行為があった場合 

(２) 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開

始、特別清算開始の申立があった場合 

(３) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

(４) 公租公課の滞納処分を受けた場合 

(５) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合 

２ 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の

債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

３ 甲又は乙は、前各項により相手方より本契約の全部又は一部が解除された場合は、相手方に対し負担す

る一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第17条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、当該

相手方に対し損害賠償に対して協議するものとする。 

 

（契約期間） 

第18条 本件契約の契約期間は、令和  年  月  日から令和  年  月  日までとする。 

 

（残存義務） 
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第19条 乙は、本契約の期間満了後または契約解除後においても、本契約において規定する秘密保持に関

する条項は有効に存続し、その義務を負うものとする。 

 

（合意管轄） 

第20条 本契約から争いが生じた場合は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とす

る。 

 

 上記契約を証するため、本契約書 通を作成し、各自記名捺印のうえ各１通を保持する。 

 

 

 

 

 

   令和  年  月  日 

 

 

              甲〔所在地〕 

               ○○○○工業株式会社 

                  代表取締役   甲  野  太  朗   実印 

 

 

              乙〔所在地〕 

               株式会社○○○○○システム 

                  代表取締役   乙  野  和  夫   実印 
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(３) サンプル資料３（専門家指導 業務報告書） 

 

 

 

専門家指導 業務報告書 

令和○○年○月○日 

 専門家の氏名   ○山 ○夫    印   

 

回 数 実施年月日 指導・助言に要した時間 

第 １ 回 令和○○年○月○日 ××：００～△△：００ 

対象企業名 株式会社 □□ 

指導場所 株式会社 □□本社 ３階 打ち合わせスペース 

面 談 者 

（所 属）        （氏 名） 

１ ○○部          ○○ △△ 氏 

２ ○○部          △△ ○○ 氏 

３ 

（指導・助言上の問題点） 

・問題点・課題・申込の背景、目的 

 

 

 

 

・前回の指導実施に対する企業の対応状況 

 

 

（今回の助言内容）＊指導内容がわかる詳細な記述 

 

 

 

 

 

（期待される効果と今後の課題）  

 

 

 

専門家の報告書は、指導を受けた日ごとに作成してください 

例えば、数回分を１枚の報告書に省略してまとめるのは不可です。 

 

具体的に記入してください 

具体的に記入してください 

具体的に記入してください 

具体的に記入してください 
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(４) サンプル資料４（理由書） 

 

 

令和〇年○○月○○日  

 

公益財団法人 東京都中小企業振興公社 

理  事  長   殿 

 

所 在 地 

名  称 

代表者名                    

 

 

 

「令和７年度 TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業」 

賃借費申請理由書 

 

 

 

 令和７年度TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業において、賃借費を以下の理由により申請

いたします。 

 なお、借りました物件につきましては、TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業の開発以外の

ために使用しないことを誓約いたします。 

 

記 

 

 

【賃借物件】 

所在地：東京都○○区○○○丁目〇番地 

貸 主：○○○○工業株式会社 代表取締役 甲野太朗 

 

【理  由】 

○○○○の開発過程において、○○加工が必要となる。本社は○○加工を行うには手狭であるため、当該物

件を賃借し、開発作業の効率化を図る。 
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(５) サンプル資料５ (賃借物件使用簿) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年

12 月

作業目的 作業者

2023/12/1 金 ： ～ ：

2023/12/2 土 ： ～ ：

2023/12/3 日 ： ～ ：

2023/12/4 月 10:00 ～ 15:00 〇〇の試作加工 ＠＠

2023/12/5 火 10:00 ～ 15:00 〇〇について、株式会社□△と技術検証 ＊＊・＠＠

2023/12/6 水 10:00 ～ 15:00 〇〇の試作加工 ＠＠

2023/12/7 木 ： ～ ：

2023/12/8 金 15:00 ～ 17:00 複数素材による〇☓の検証 ＊＊

2023/12/9 土 ： ～ ：

2023/12/10 日 ： ～ ：

2023/12/11 月 ： ～ ：

2023/12/12 火 ： ～ ：

2023/12/13 水 10:00 ～ 17:00 〇〇について、株式会社□△と技術再検証 ＊＊・＠＠

2023/12/14 木 15:00 ～ 17:00 〇☓の検証 ＊＊

2023/12/15 金 ： ～ ：

2023/12/16 土 ： ～ ：

2023/12/17 日 ： ～ ：

2023/12/18 月 9:00 ～ 10:00 〇☓の検証 ＊＊

2023/12/19 火 ： ～ ：

2023/12/20 水 9:00 ～ 17:00 〇〇についての検証 ＊＊・＠＠

2023/12/21 木 9:00 ～ 15:00 〇☓の検証と再設計 ＊＊

2023/12/22 金 ： ～ ：

2023/12/23 土 ： ～ ：

2023/12/24 日 ： ～ ：

2023/12/25 月 9:00 ～ 15:00 〇☓の検証と再設計 ＊＊

2023/12/26 火 9:00 ～ 15:00 〇〇の試作加工 ＠＠

2023/12/27 水 10:00 ～ 15:00 〇〇の動作確認と修正 ＠＠

2023/12/28 木 9:00 ～ 17:00 〇〇の最終調整 ＊＊・＠＠

2023/12/29 金 ： ～ ：

2023/12/30 土 ： ～ ：

2023/12/31 日 ： ～ ：

賃借物件使用簿

作業時間
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(６) 帳票類サンプル 

ア 見積書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 発注書（注文書でも可） 

 

 

 

下記の内容にてお願いいたします。

東京都千代田区○○-○○○○

数量 単価 金額 希望納期

備考： 小　　計

消費税等

合　　計

300,000 7月
サイズ：○○○×○○○

種類：○○式

パターン：○○パターン

10,000

注文番号 ○○○○-○○○

商品名・仕様

○○部品

30

TEL：03-0000-0000

FAX：03-0000-0000

担当者名：○○○○

平成○○年○月○日

発注書
（株）△△△御中

○○様

株式会社○○○

印

採択事業者名 

仕様・単価・数量・支払方法が明記されていること 

 

平成○○年○月○日

御中

下記の通り、御見積申し上げます。

納品期日： 東京都台東区○○-○○○○

納品場所：

支払条件：

有効期限：

数量 単位 単価 金額

30 枚 30,000 300,000

合　　計

品名・仕様

○○部品

備考： 小　　計

消費税等

FAX：03-0000-0000

担当者名：○○○○

合計金額（消費税等込み）

TEL：03-0000-0000

御見積書

株式会社○○○

○○○工場

株式会社△△△

印

採択事業者名 

有効期限内であること 

仕様・単価・数量が明記されていること 
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ウ 発注請書（注文請書でも可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

エ 納品書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都千代田区○○-○○○○

○○○銀行○○支店　普通　○○○

数量 単価 金額 希望納期

合　　計

備考： 小　　計

消費税等

7月
サイズ：○○○×○○○
種類：○○式
パターン：○○パターン

FAX：03-0000-0000
担当者名：○○○○

注文番号 ○○○○-○○○

商品名・仕様

○○部品

30 10,000 300,000

○○様

上記注文をお請けします。 株式会社△△△

TEL：03-0000-0000

（株）○○○御中

平成○○年○月○日

発注請書

印

 

採択事業者名 

仕様・単価・数量・支払方法が分かること 

（発注書と同じであること） 

平成○○年○月○日

御中

下記の通り、納品致しましたのでご査収ください。

東京都台東区○○-○○○○

○○銀行○○支店　普通　○○○○○

単価 金額

10,000 300,000

10,000 400,000

合　　計

備考： 小　　計

消費税等

品名・仕様 数量

○○部品 30

○○加工部品 40

FAX：03-0000-0000

担当者名：○○○○

合計金額（消費税等込み）

TEL：03-0000-0000

納品書

株式会社○○○

○○○工場

株式会社△△△

印

仕様・単価・数量が明記されていること 
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オ 請求書 

 

 

カ 振込控え 

 

振込方法 窓口振込 ＡＴМ振込 インターネット振込 

必要書類 窓口振込控 ＡＴМ振込控 金融機関の振込画面の写し 

 

 

〈金融機関の振込画面の写し〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成○○年○月○日

御中

下記の通り、御請求申し上げます。

東京都台東区○○-○○○○

○○銀行○○支店　普通　○○○○○

数量 単位 単価 金額

30 枚 30,000 300,000

合　　計

品名・仕様

○○部品

備考： 小　　計

消費税等

FAX：03-0000-0000

担当者名：○○○○

合計金額（消費税等込み）

TEL：03-0000-0000

請求書

株式会社○○○

株式会社△△△

印

振込口座が明記されていること 

 

 

株式会社○○○○ 様

20XX．XX．XX 申請日時・申請者名 20XX．XX．XX　XX：XX：XX　田中○○
承認日時・承認者名

XXXXXX 種別 総合振込 状況 申請済
カ）○○○○
○○支店　普通　XXXXXXX　株式会社○○○○
XX．XX　○○○株式会社

【振込明細合計】
明細件数 入力金額合計（円） 先方負担手数料合計（円） 振込金額合計（円） 銀行への支払手数料合計（円）

入力明細
うち、正常分
うち、正常分、エラー分

【振込明細】
振込先コード１ 入力金額（円） 先方負担 銀行への支払 エラー
振込先コード２ 手数料（円） 手数料（円） /注意

振込依頼人番号 ○○銀行
○○支店
普通　XXXXXX

株式会社○○○○ 様

振込明細
振込先コード１ 入力金額（円） 先方負担 銀行への支払 エラー
振込先コード２ 手数料（円） 手数料（円） /注意

振込依頼人番号 ○○銀行
○○支店
普通　XXXXXX
○○銀行　○○支店
普通　XXXXXX
○○銀行　○○支店
普通　XXXXXX
○○銀行　○○支店
普通　XXXXXX株式会社○○○○

5
（カ○○○○

○○,○○○ ○○,○○○ ○○○

株式会社○○○○

4
（カ○○○○

○○,○○○ ○○,○○○ ○○○
株式会社○○○○

3
（カ○○○○

○○,○○○ ○○,○○○ ○○○

○○,○○○ ○○○
2

（カ○○○○
○○,○○○

株式会社○○○○

総合振込精査表 ２０XX/XX/XX　XX：XX：XX

○○○銀行

○枚目/○枚中

通番
口座名（カナ）

振込金額（円）振込先口座
　　　　　（漢字）

メモ

メモ
○○,○○○

○○○
1

（カ○○○○ ○○,○○○
株式会社○○○○

件 0

通番
口座名（カナ）

振込金額（円）振込先口座
（漢字）

件 ○○,○○○ 0

企業コード・依頼人名
引落口座
振込データ名

件 ○○,○○○ 0

総合振込精査表 ２０XX/XX/XX　XX：XX：XX

○○○銀行

振込指定日
（承認日時・名）
受付番号

○○,○○○ ○○○

振込日、振込先、口座番号、振込金額等の詳

細が分かること 
該当する振込を色づけ 
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キ 通帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当座預金の場合は、「ク 当座勘定照合表」の写しを提出 

※ インターネットバンキング等、通帳が発行されない場合は、「ケ 取引の明細照会」の写しを提出 

 

 

ク 当座勘定照合表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○銀行

店番号 口座番号 株式会社○○○
○○○ ○○○○○○ ○○○ 田中 ○○ 様

通帳

摘 要

1 XX-　４-　１ 繰り越し ￥○○,○○○,○○○*
2 XX-　４-　１ インターネット ￥○○,○○○,○○○*
3 XX-　４-　１ 手数料 ￥○○,○○○,○○○*
4 XX-　４-　２ インターネット ￥○○,○○○,○○○*
5 XX-　４-　３ 手数料 ￥○○,○○○,○○○*
6 XX-　４-　３ インターネット ￥○○,○○○,○○○*
7 XX-　４-　３ 手数料 ￥○○,○○○,○○○*
8 XX-　４-　３ インターネット ￥○○,○○○,○○○*
9 XX-　４-　３ 手数料 ￥○○,○○○,○○○*
10 XX-　４-　３ インターネット ￥○○,○○○,○○○*
11 XX-　４-　３ 手数料 ￥○○,○○○,○○○*
12 XX-　４-　３ インターネット ￥○○,○○○,○○○*

13 XX-　４-　３ ・ ￥○○,○○○,○○○*
14 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
15 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
16 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
17 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
18 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
19 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
20 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
21 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
22 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
23 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*
24 XX-　４-　４ ・ ￥○○,○○○,○○○*

○○○
○○,○○○ ○○○（カ）

○○,○○○ カ）○○○
○○○

○○,○○○ ○○○（カ）

○○○
○○,○○○ カ）○○○

○○○

○○,○○○ カ）○○○

○○○
○○,○○○ ○○○（カ）

○○,○○○ ○○○（カ）
○○○

○○,○○○ カ）○○○
○○○

○○,○○○ ○○○（カ）

○○○
○○,○○○ カ）○○○

○○○

○○,○○○ カ）○○○

普通預金

年 月 日 お 支 払 金 額 お 預 か り 金 額 差 引 残 額

○○,○○○ ○○○（カ）
○○○

通帳の表紙のコピーも提出 

該当する振込を色づけ、 

又は他の行を黒で塗りつぶしてください 

〒○○○-○○○

東京都　台東区　○○○-○ ○○○○銀行
お取引店名 （○○○）
電話 ０３-○○○○-○○○○

株式会社○○○ 様

（平成XX年X月X日から平成XX年X月X日まで） 店番○○ 口座番号○○○○○○○
取引年月日 摘要 お振込み人名またはお取引内容 手形 お支払金額 お預かり金額 差引残高

種類番号
XX　５　２０ 振込 カ）○○○ ￥○○○○ ￥○○○○○○○○

為替手数料 フリコミテスウリョウ ￥○○○
振込 カ）○○○ ￥○○○○
為替手数料 フリコミテスウリョウ ￥○○○
・ ￥○○○
・ ￥○○○○
・ ￥○○○ ￥○○○○○○○○

XX　５　２５ 振込 カ）○○○ ￥○○○○ ￥○○○○○ ￥○○○○○○○○
口座振替 カ）○○○ ￥○○○○
振込 カ）○○○ ￥○○○○ ￥○○○○○○○○
為替手数料 フリコミテスウリョウ ￥○○○

XX　５　３１ 口座振替 カ）○○○ ￥○○○○
口座振替 カ）○○○ ￥○○○
・ ￥○○○○

合計 ￥○○○○○○○○ ○件
￥○○○○○○○○ ○○○件

当座勘定照合表

取引日、振込先、口座番号、振込金額等の 

詳細が分かること 
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ケ 取引の明細照会（通帳が発行されない場合に、通帳の代わりとして提出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 領収書（税抜10万円未満のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ 領収証書（源泉徴収税に係る納税実績の確認のため提出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税 資金 給与所得・退職所得等の
収納金 整理 所得税徴収高計算書（写）

平成 年度

平成 年 月 日 万 千 百 十 人 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

平成 年 月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 日銀

確定年月日

国庫金 住所 （電話番号 XX-XXXX-XXXX ） ▲

（所在地） 〒０００－００００ ○ ○ ○ ○ ○

東京都千代田区○○○-○○

氏名 ○○○株式会社 様御中 \ ○ ○ ○ ○ ○

（名称）

摘要

役 員 賞 与

不 足 税 額

超 過 税 額

本 税 （ 領 収 日 付 印 ）

延 滞 税

合 計 額

整 理 番 号

税 理 士 等 の 報 酬 証券受領

区 分 支 払 年 月 日 人 員 支 給 額 税 額

納期等の区分

俸 給 ・ 給 与 等

賞 与

日 雇 い 労 務 者 の

退 職 手 当 等

千代田　税務署

領 収 証 書

税 務 署 名 税 務 署 番 号 税務署使用欄

該当する振込を色づけ、 
又は他の行を黒で塗りつぶしてください 

日付、支払金額が確認できること 

No.

様 年 月 日

金額 ￥○○○,○○○ 収入
印紙

但
上記正に領収いたしました

内訳 〒
税抜金額 （住所）
消費税額（％）

（名前）
TEL（電話）

領 収 書

購入品の内容、領収金額、消費税額が分かること 

印 

採択事業者名 

税務署または金融機関の領収印があること 
印 

日付、支払金額が確認できること 
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シ 就業規則・賃金規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝申込者情報のお取り扱いについて＝ 

１ 利用目的 

 (１) 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。 

(２) 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。 

 ※ 上記(２)を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 

 

２ 第三者への提供（原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。） 

 (１) 目的 

  ア 当公社からの行政機関への事業報告 

  イ 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等 

 (２) 項目 

    氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容 

 (３) 手段 

    電子データ、プリントアウトした用紙 

 ※  上記(１)目的のイを辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください 

 

◆ 個人情報は「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しております。 

  当要綱は、公益財団法人東京都中小企業振興公社ホームページ（https://www.tokyo-kosha.or.jp/）より閲覧及

びダウンロードすることができますので併せてご参照ください。 

就業規則とは別に賃金支給等を定める場合は、

「賃金規程」も提出 

締日と賃金支給日が分かること 

就業時間・休日の記載があること 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/

